
任意後見制度と
死後事務委任契約
について 8月29日

午後2時～4時

令和7年

講師 弁護士  野 広司 氏

将来の判断能力の低下に備え、財産の管理を託し、自分らしく生きることを決めておく

「任意後見制度」、死後の様々な事務手続きを決めておく「死後事務委任契約」
のしくみや利用の手続について学びます。また、身元保証や高齢者等サポートサービスをめ

ぐる契約トラブルを防ぐため、「身元保証契約等」の留意点についても学びます。

令和７年度 平塚市権利擁護講演会（平塚市受託事業）

TEL: 0463-35-6175

平塚市成年後見利用支援センター

お申込み

お問い合わせ 

金

野 広司（の・こうじ）弁護士プロフィール
平塚錦町法律事務所 所長
神奈川県弁護士会県西支部後見等対策委員会 副委員長
平塚市社会福祉協議会 法人後見事業審査会 委員長
平塚市成年後見利用支援センター ケース検討調整会議 委員

参加無料
定員 50名

FAX: 0463-63-3377

メール：seinenkouken@hiratsukasyakyo.net

～人生の選択を自分らしくするために～

 

会場 平塚栗原ホーム 3階大会議室

対象者 平塚市在住・在学・在勤の方

申込開始日 7月22日(火)より

お申込み方法 電話・FAX・メール・二次元コードにて

〒254-0046 平塚市立野町31-20 平塚栗原ホーム３階



この講座を知ったのは…

【会場までのアクセス】

◎JR平塚駅から徒歩約17分

◎バス（神奈川中央交通）
平塚駅北口　
2番・7番・8番乗り場より約7分乗車
「追分」バス停下車徒歩2分

※「追分」バス停は2か所あります。
ご注意ください。　

※お車でお越しの場合は、
周辺の有料駐車場をご利用ください。

①チラシ　    ②広報ひらつか   ③平塚市ホームページ

  ④平塚社協ホームページ　⑤その他（　　　　　　　　　　）

お名前

ご住所

電話番号

FAX申込用紙

８月２９日（金） 権利擁護講演会

＜受付開始 ７月２２日（火）＞

FAX番号 ０４６３-６３-３３７７

【会場】平塚栗原ホーム 住所 平塚市立野町３１-２０

国道１号線

平塚信用金庫

平塚保健福祉事務所●

しらゆり保育園

追分

●済生会湘南苑

検察庁前

保健所前

立野町

平塚営林署入口

八間通り公園前

至 茅ヶ崎至 大磯

平塚栗原ホーム
追分バス停

追分バス停
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